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4. Covid-19の影響を受ける期間における赤字・収益変動な

どを事前に計画する

5. 移転価格の専門家から見た事業リストラクチャリング

6. サプライチェーンの中で低リスクとみされる企業は

Covid-19への受容力が高い、というのは本当か?

7. Covid-19によるAPAの交渉および実施プロセスへの影響

8. 移転価格に関する税務調査の傾向：納税者ための緩和

か、又は、国家予算ための積極的な計画か?

1. Covid-19によるサプライチェーンの寸断 -

既存のグループサプライチェーンモデルが今

後どのように変わる可能性があるか、そして

どのような潜在的なリスクが考えられるか

2. Covid-19以前のグループ内の価格設定が不

適格になる可能性とその再検討

3. 損金算入可能な支払利息上限に関する規制

の改正：企業の考慮すべきこと及び推奨アク
ション

当シリーズでは下記の内容を取り扱います。
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はじめに

世界経済へのCovid-19パンデミックによる深刻な混乱が明
らかになっています。パンデミックは需要に悪影響を与

え、サプライチェーンの寸断を引き起こしています。そ
の結果、多くの企業が一時閉鎖または操業停止を余儀な

くされています。営業再開後でも、需要が完全に回復し
ておらず、サプライチェーンが徐々に正常に戻りつつあ

りますが、多くの企業は標準生産量より大幅に低い稼働
率で稼働することを余儀なくされる可能性があります。

こういった状況はベトナムにおける多国籍企業（MNE）
グループの子会社の限定的・低リスクの企業として活動

する企業にも起こりえます。これらの企業は契約製造業
者、契約サービス提供者、または限定的なリスクを有す

る流通業者が該当します。このような企業は通常、コス
トマークアップに基づき利益を得る場合や、受注に基づ

いて製品を製造するため、独立的な環境で運営されます。
しかし、Covid-19のパンデミックによる世界経済が深刻な

混乱に陥っている中、このような限定的リスク企業が
Covid-19以前の収益レベルで事業を継続すべきか、あるい

は、親会社の損失の一部を負担するように収益性を下げ
るべきかという疑問が挙がっています。

また、多国籍企業が特定地域での施設の閉鎖や、他の地域への移転の際に、グループ構造及び関連
当事者との取決めの再評価について検討する必要があります。例としては、サプライチェーンの混
乱に対応するためにサプライチェーンの再構築、または、損失を抑えるために、特定の生産施設の
閉鎖を検討する場合が挙げられます。そのような決定が一時的なものであるか、永久的なものであ
るかにかかわらず、新たな関連当事者との取引の発生、または既存の関連当事者間取引の終了・変
更が発生する可能性があります。したがって、このようなリストラを検討する過程で、各事業体の
機能プロファイルや実情を細かく分析する必要があります。
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既存のサプライチェーンにおける移転価格
の調整

Covid-19で商業的サプライチェーンが影響を受け
ている中、グループ会社の機能プロファイルやサ

プライチェーンを構成するすべての構成単位の収
益性のレベルを再評価することが必要であり、有

益であるかもしれません。この評価を実施する際、
最終的にどの当事者が業務や事業決定によるリス

クを負担するかについて考慮する必要があります。

弊社の推奨

移転価格についての詳細分析

損失はオペレーショナルリスクの管理能力に
大きく関連しており、リスクの低い企業とし
て設定され、コストマークアップで利益を稼
得できる場合には、損失を正当化することは
困難と言えます。しかし、Covid-19によって事

業が中断した期間中に、類似の企業が関連す
るコストを負担し、その結果損失に至ってい
るかどうかを調査することにより、そのよう
な事業体が収益レベルを下げる、または損失
の状態で事業運営できるかどうかを評価する
ことは可能です。この評価を実現するには詳
細な分析及びそれをサポートするベンチマー
ク分析が必要となります。このような移転価
格分析とベンチマーク分析の実行に向けたポ
イントは以下のとおりです。

• パンデミックの影響を反映するために、類似企業の
当年度の単年度データまたは、できれば四半期の
データを比較に使用すること。

• 評価対象の当事者の収益性レベルに適切な特殊要因
分析の調整を行うこと

• 以下のような複数の期間における評価対象の企業の
収益性を分析すること。

(i)パンデミック前（すなわち通常の事業環境下）

(ii) パンデミック期間中

(iii) 回復期

• この３つの期間に分けて収益性を分析することで、
パンデミックによる影響がより明確に示されます。
加えて、業界全体へのパンデミックによる影響を示
すためには、詳細な業界分析も有益です。

グループ構造の見直しまたは変更

多国籍企業がCovid-19の影響を軽減するため、

ビジネスモデルの再構築を決定する際には、
グループ全体の機能、資産、リスクを再配分

するために移転価格の取決めを調整する必要
があるかもしれません。企業は、新たなモデ

ル及びグループ間のそれぞれの契約における
機能、資産、リスクの実際の配分が正確に反

映されているかどうかをレビューする必要が
あります。
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弊社の推奨（続き）

グループ間契約における不可抗力条項の適用

グループ間契約における不可抗力条項とは、契約の履行が困難または不可能な、関係当事者のコント

ロール外の状況を定義します。この条項が発動される場合、そのような状況にある当事者は、ペナル
ティ等を受けることなく、契約義務を中断、延期、または解除することができます。以下で関連事項

をまとめております。

• Covid-19 は、サプライチェーンの寸断、従業員の解

雇、事業の中断、利益の減少または損失を引き起
こしました。サプライチェーンの寸断や事業の中
断による影響の深刻さに応じて、義務不履行の事
例が生じ、結果としては不可抗力条項が発動され
る可能性があります。しかし、そのようなCovid-19

による影響が不可抗力条項を発動する妥当性のあ
る重大なものであるかどうかについて、それぞれ
のケースを慎重に評価する必要があります。また、
契約上の業務遂行義務は利益を保証するものでは
ないため、損益の落ち込みを不可抗力条項を発動
させる要因とすることはできません。

• よくある質問として、不可抗力条項を発動したこ
とによって関係当事者間の取決めを再交渉する際、
独立企業間の原則に従うかどうかということです。
この質問に答えるためには、もし独立企業が同じ
ような状況に直面した場合、どのような反応をす
るかを分析しなければなりません。彼らはまた、
同様の方法で契約を再交渉するのでしょうか？

• 場合によっては契約終了または再交渉より、新た
なアプローチ（すなわち、Covid-19による引き起こ

された商業面での影響を反映した改訂契約）で現
行の契約を継続した方が良いこともあります。

• 当該企業が不可抗力条項を発動するために、
Covid-19 による事業への影響の深刻さが妥当

であるかどうかを評価する際に、企業のビジ
ネスに関する事実に基づいた分析が必要であ
り、そのような分析はまた、適切かつ十分に
文書化される必要があります。

• また、当該企業が契約下の義務を履行できな
い期間も検討すべきです。例えば、パンデ
ミックの影響で契約期間全体に比べて短期間
でしか業務を遂行できない企業の場合、それ
のみで不可抗力条項が発動されることになる
のでしょうか。

グループ間の取決めの見直しまたは変更

既存のグループ間の取決め（正式に契約化されているもの及びそれ以外のものも含め）への徹底した

評価は、この進行中の危機の中、そのような取決めを修正・変更する必要があるかどうかを判断する
ために必要です。また、当該修正や変更は前述の既存のサプライチェーンにおける移転価格の調整に

向けた分析結果を反映すべきであります。

また、財務的な取決めについては、極めて不安定
かつ予測不可能な環境下では、価格政策を再検討

する必要はあるでしょうか。例えば、借入額の増
加や金利の上昇は、独立企業間原則に基づくもの

であるように見えるかもしれませんが、借り手に
更なる高い財務負担または過少資本のリスクをも

たらすことになるでしょう。同様に、将来の価格
決定方針は、Covid-19後の市場の予想も考慮に入れ

るべきであります。
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エビデンス収集

Covid-19 の影響により、移転価格方針、グループ間サプライチェーン、価格評価のアプローチなどの

変更が必要になった場合には、今こそ将来の税務調査に向けた資料を用意する時ではないのでしょう

か。Covid-19による商業面での影響（例えば、受注の減少、収益の不計上、既存サプライチェーンの

寸断、生産設備の不稼働に係る維持費用など）及び、関連税制・移転価格関連分析などを、メール、

会議の議事録、メモ／報告書などのリアルタイムで文書化できれば、会社にとって非常に有益なもの

になります。今からこのような作業を常に積極的に行うことによって、将来の税務調査のための時間

及び労力を節約することができるでしょう。

How we can help
• リスクの低い企業における損失の発生を正当化するため、Covid-19 の事業運営への影

響を強調した関連当事者間取引に関する詳細な分析のご提供

• Covid-19による影響を受けた企業とそうでない企業の間の重要な差異を調整するため、

ベンチマーク調査と移転価格分析の実施

• 特に負債資本比率が高い企業の場合など、グループ内の財務取引の見直しのサポート

• ベトナムの移転価格の観点からの再構築されたビジネスモデルの見直しのサポート

• 事業再編に伴う新たな関連当事者取引の組成・管理の支サポート

• 企業の事業へのCovid-19による実際の影響を立証するための資料作成のサポート

弊社の推奨（続き）
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